様式第３号（第３条、第７条関係）
　　年　　月　　日
野洲市長　様

令和8年度　公益的活動事業（計画・報告）書
１．基本情報
	ふりがな
	

	団体名
	

	ふりがな
	

	代表者名
	

	会員数
	総数　　　　　　　　人　　　　　　　　年　　月　　日現在

	活動目的
	

	登録内容の変更の有無
（報告の場合）
	　　　　　　　　　　　　　　※有の場合は、野洲市市民活動団体登録
有　・　無　　　　　　　事項（変更・休止・廃止）届（様式第６号）を提出してください。



２．公益的活動を記入してください。
	活 動 日
(予定を含む。)
	活動場所
	参加者
	活動内容

	
	
	会員
	会員外
	

	　　年　月　日
	
	
	
	

	　年　月　日
	
	
	
	

	年　月　日
	
	
	
	

	　年　月　日
	
	
	
	

	　年　月　日
	
	
	
	

	　年　月　日
	
	
	
	



［記載事項］
１．公益的活動の詳細は、裏面を確認してください。
２．登録を更新する場合は、市民活動団体登録（更新）申請書とともに年度末の14日前までに市に提出してください。
3． 活動報告書を提出できる団体は、裏面の確認項目の全てに該当する団体です。
4． 活動内容がわかる資料や記録がある場合は、報告書に添付してください。
5． 当該情報は、市内の施設及び関係機関と共有します。
【確認項目】
	□
	活動拠点又は主たる事務所が野洲市内であり、公益的活動団体であること。
※公益的活動とは、社会福祉活動や社会奉仕活動等自主的な公益性の高い活動を行う団体で、公共施設、特に市の施設（例：コミセン）の維持管理への協力や、市や学区の行事への協力も含みます。
　よって、趣味・サークル活動や会員相互の共益、親睦のみの活動は除きます。

	□
	２人以上の会員を有し、会員の半数以上が野洲市に在住し、在勤し、又は在学している者であること。

	□
	会則・規約・定款又は活動内容を記載した文書が整備されていること。

	□
	加入・脱退が自由であること。

	□
	定期的な活動の実績又はその見込みがあること。

	□
	団体の情報を広く公開し、活動への参加や会員の募集など、門戸を広げていること。

	□
	営利を目的とする活動を行う団体でないこと。

	□
	宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とした団体でないこと。

	□
	特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。）の候補者若しくは公職にある者又は政党やその主張を推進し、支持し、又はこれを反対することを目的とする活動を行う団体でないこと。

	□
	公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある団体でないこと。

	□
	野洲市暴力団排除条例（平成23年野洲市条例第22号）第２条に規定する暴力団及び暴力団員の統制下にある団体でないこと。


上記の項目について相違ありません。
　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団 体 名                                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名                                  
［注意事項］
　※記入漏れや虚偽の記載、上記の項目に反する行為があった場合は、市の公の施設使用料の減免措置が受けられません。
　※市の公の施設の使用料の減免を希望される団体は、年に１回、主に利用される施設に対し、「野洲市公の施設使用料減免申請書」を提出してください。

